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   提案理由 

我孫子市予防接種健康被害調査委員会については、医学的な見地から資料の

収集等の調査を行う機関であり、予防接種と健康被害の因果関係の判断は行わ

ないことから、これを明確にするため提案するものです。 



我孫子市附属機関設置条例の一部を改正する条例  

我孫子市附属機関設置条例（令和元年条例第 17号）の一部を次のように改

正する。  

 

改正後  改正前  

別表（第２条関係）  別表（第２条関係）  
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附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  


